
協議第２７号 

  
 
 

議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 
 
  
 
 
 議会の議員の定数及び任期の取扱いについて、次のとおり提案する。 
 
 
 
平成１７年１月１２日提出 

 
 

東近江市・能登川町・蒲生町合併検討協議会 
会 長  中 村  功 一   

 
 
 

記 
 

 
１．東近江市の議会の議員の定数については、地方自治法第９１条第５項の

規定に基づき、合併後最初に行われる選挙に限り９人を増員するものと

する。 
２．合併後最初に行われる選挙に限り、能登川町及び蒲生町区域に選挙区を

設け、増員選挙を実施する。 
 各選挙区における定数は、次のとおりとする。 
     能登川 選挙区    ５人 
     蒲  生 選挙区    ４人 



18

年

1

月

1

日

※（　）内は現議員数

5

任
期
満
了

◆議会議員の定数及び任期

増
員
選
挙
（
選
挙
区
）

月

31

日日

在
任
特
例
任
期
満
了

　
　
　
　
議
会

年
度
予
算
審
議

協　　　定　　　項　　　目 　議会の議員の定数及び任期の取扱い 協 　定 　項 　目 　№

17

資　　 料　　 １

４　　　年

平
成

21

年

10

31

一
　
般
　
選
　
挙

平
成

18
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　　２４人
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定　　数 定　　数 定　　数

７２人 （７０人） ２４人 １２人 １６人

※（　　）は、現議員数

八日市市 ２０人

永源寺町 １２人

五個荘町 １４人

愛東町 １２人

湖東町 １４人

※（　　）は、現議員数

任　　期 任　　期 任　　期

平成１７年　２月１１日から　　 平成１７年１１月　１日から　　 平成１６年１０月２４日から　　

平成１７年１０月３１日まで　　 平成２１年１０月３１日まで　　 平成２０年１０月２３日まで　　

（１５人）

在任特例期間終了後

在任特例期間

在任特例期間

（１２人） 旧五個荘町

旧愛東町

旧湖東町

旧永源寺町

在任特例期間終了後
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東　　近　　江　　市　　の　　現　　況 能　登　川　町 蒲　生　町
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平成１８年　４月１９日まで　　

平成１４年　４月２０日から　　

３人

４人

３人

４人

１０人

選　　挙　　区 定　　　数

旧八日市市



区　　　　分

　１．定　　　数

　２．選　挙　期　日

　３．選挙すべき議員の数

　４．任　　　 期

関係市町村が協議し、東近江市議会の議決を経て
定めた定数

法定計算数　能登川町７人　蒲生町４人　

東近江市議会の議員の残任期間（公選法第260条第2
項）

東近江市議会の議員の残任期間 東近江市議会の議員の残任期間

　　市町村の議会の議員の定数は、条例で定め
る。

２　市町村の議会の議員の定数は、次の各号に
掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める
数を超えない範囲内で定めなければならない。
　（６）人口5万以上10万未満の市       ３０人
　（７）人口10万以上20万未満の市     ３４人
　（一部省略）

５　第７条第１項又は第３項の規定による処分によ
り、著しく人口の増減があつた市町村において
は、議員の任期中においても、議員の定数を増減
することができる。(一部省略）
　※参考：第７条第１項
                  ･･･市町村の廃置分合

２　他の市町村の区域の全部又は一部を編入した
合併市町村にあつては、合併関係市町村の協議
により、編入をする市町村の議会の議員の残任期
間に相当する期間に限り、編入されることとなる市
町村の人口を編入をする市町村の人口で除して
得た数を編入をする市町村の議会の議員の定数
に乗じて得た数の合計数を旧定数に加えた数をも
つてその議会の議員の定数とすることができる。
（一部省略）

３　前項の場合においては、編入された合併関係
市町村ごとにその編入された区域により選挙区が
設けられるものとし、かつ、当該選挙区において選
挙すべき議会の議員の定数は、編入された合併
関係市町村ごとに前項の規定により算定した数と
する。（一部省略）

第７条　市町村の合併に際し、合併関係市町村
の議会の議員で当該合併市町村の議会の議員
の被選挙権を有することとなるものは、合併関係
市町村の協議により、次に掲げる期間に限り、引
き続き合併市町村の議会の議員として在任する
ことができる。（一部省略）

２　他の市町村の区域の全部又は一部を編入し
た合併市町村にあつては、その編入をする合併
関係市町村の議会の議員の残任期間に相当す
る期間

選挙管理委員会が、公選法に基づく議会議員増員
の通知を受領した日から50日以内(公選法第34条第
4項・第111条第3項・第113条第2項）

同　左 選挙を行わない。

地方自治法第９１条 合併特例法第６条 合併特例法第７条第１項

　（市町村議会の議員の定数） 　(議会の議員の定数に関する特例） 　(議会の議員の在任に関する特例）

◆議会議員の定数、任期に関する法律

合併特例法を適用しない場合 定数に関する特例を適用する場合 在任に関する特例を適用する場合
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協　 定 　項 　目 　№ 5

　市町村は、特に必要があるときは、その議会の議
員の選挙につき、条例で選挙区を設けることができ
る。

　５．そ　の　他

公職選挙法第１５条第６項



１．[定数に関する特例を適用する場合（合併特例法第６条）]
　　　増員選挙において、編入された旧市町の区域で選挙区を設けて増員することができる。

※編入合併特例定数の増員数（端数は四捨五入、１未満は１とする。）

＝ ×（ 編入される市町村の人口(β) ÷ ）

  能登川町 ＝ ×（ 22,705人 ÷ ）

  蒲 生 町 ＝ ×（ 14,328人 ÷ ）

２．[在任特例（合併特例法第７条１項）]
　　　編入された旧市町村の議員は、編入先の市町村の最初の選挙までその議員となることができる。

　合併
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5協 　定　 項　 目   №.

◆議員の定数特例・在任特例

　合併

能登川町
蒲 生 町

人口β人
議員Ｂ人 増員数＝Ａ × （β／α）

特例

定数

4人 24人 77,362人

増員選挙 一般選挙 一般選挙

増員数 編入する市町村の旧定数(Ａ) 編入する市町村の人口(α)

7人

選挙なし 一般選挙 一般選挙

　　合併前の

　　　　　関係市町村の

　　　　　　　　　議員全員が在任

能登川町
蒲 生 町 特例

定数 自治法91条
による定数東近江市

24人 77,362人

協　　定　　項　　目 議会の議員の定数及び任期の取扱い

自治法91条
による定数東近江市

人口α人
議員Ａ人

在任数：東近江市議員　Ａ人

編入合併特例定数※

編入先の残任期間

編入先の残任期間




